
 

宮城県農業生成協議会 燃料価格高騰対策業務方法書 新旧対照表 

 

改正案 現行 

施設園芸等燃料価格高騰対策業務方法書 

 

第１条（略） 

 

（業務運営に関する基本方針） 

第２条 協議会は、施設園芸は、経営費等に占める燃料費の割合が高く、燃料価格高騰の影響を

特に受けやすい業種であることから、燃料使用量の省エネルギー化又は燃料コストの変動抑

制(以下「省エネルギー等対策」という。）に計画的に取り組む施設園芸の産地において、農

業者と国の拠出により燃料価格の高騰時に補填金を交付する仕組みを構築し、燃料価格高騰

の影響を受けにくい経営構造への転換を図るため、対策に係る補填金の交付その他の業務を

公正かつ能率的、効率的に運営するものとする。 

２ 協議会は、交付等要綱、実施要領及び事業主体要領並びに関係法令等を遵守し、本業務方法

書に定めた手続きに従って、対策の事業を実施する支援対象者（交付等要綱第４第３項に定

める支援対象者をいう。以下同じ。）に対し、施設園芸セーフティネット構築事業（第４第１

項第１号に掲げる事業をいう。以下同じ。）に係る補填金を交付するものとする。 

 

第３条～４条（略） 

 

（支援対象者） 

第５条 第１項第１号～３号（略） 

（４）原則として、農業協同組合連合会、農業協同組合、農事組合法人（（農業協同組合法（昭

和２２年法律第１３２号）第７２条の１０第１項に規定する事業を行う法人をいう）、農事組

合法人以外の農地所有適格法人（農地法（昭和２７年法律第２２９号）第２条第３項に規定

する法人をいう）、特定農業団体（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第２

３条第４項に規定する団体をいう）又はその他農業者の組織する団体（代表者の定めがあ

り、かつ、組織及び運営についての規約の定めのある団体に限る。）であること。 

 

第６条～９条（略） 

 

（対象油種及び対象期間） 

第１０条 

１ 対象燃料 

施設園芸セーフティネット構築事業は、施設園芸の用に供するＡ重油、灯油、ＬＰガス（プ

ロパンガス）及びＬＮＧ（都市ガス）（以下、「施設園芸用燃料」という。）を対象とする。な

お、本事業で使用する燃料価格については、以下のとおりとする。 

 

対象燃料 指標 単位 

施設園芸等燃料価格高騰対策業務方法書 

 

第１条（略） 

 

（業務運営に関する基本方針） 

第２条 協議会は、施設園芸は、経営費等に占める燃料費の割合が高く、燃料価格高騰の影響を

特に受けやすい業種であることから、燃料使用量の省エネルギー化又は燃料コストの変動抑制

(以下「省エネルギー等対策」という。）に計画的に取り組む施設園芸の産地において、農業者

と国の拠出により燃料価格の高騰時に補填金を交付する仕組みを構築し、燃料価格高騰の影響

を受けにくい経営構造への転換を図るため、対策に係る補填金の交付その他の業務を公正かつ

能率的、効率的に運営するものとする。 

２ 協議会は、交付等要綱、実施要領及び事業主体要領並びに関係法令等を遵守し、本業務方法

書に定めた手続きに従って、対策の事業を実施する支援対象者（実施要綱第３の３に定める支

援対象者をいう。以下同じ。）に対し、施設園芸セーフティネット構築事業（同第３の１の

（２）に掲げる事業をいう。以下同じ。）に係る補填金を交付するものとする。 

  

第３条～４条（略） 

 

（支援対象者） 

第５条 第１項第１号～３号（略） 

（４）原則として、農業協同組合連合会、農業協同組合、農事組合法人（（農業協同組合法（昭

和２２年法律第１３２号）第７２条の１０第１項に規定する事業を行う法人をいう）、農事組

合法人以外の農地所有適確法人（農地法（昭和２７年法律第２２９号）第２条第３項に規定す

る法人をいう）、特定農業団体（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第２３

条第４項に規定する団体をいう）又はその他農業者の組織する団体（代表者の定めがあり、か

つ、組織及び運営についての規約の定めのある団体に限る。）であること。 

 

第６条～９条（略） 

 

（対象油種及び対象期間） 

第１０条 

１ 対象燃料 

施設園芸セーフティネット構築事業は、施設園芸の用に供するＡ重油、灯油、ＬＰガス（プ

ロパンガス）及びＬＮＧ（都市ガス）（以下、「施設園芸用燃料」という。）を対象とする。な

お、本事業で使用する燃料価格については、以下のとおりとする。 

 

対象燃料 指標 単位 



 

Ａ重油 農業物価統計調査 円/リットル 

灯油 A重油価格×1.06 円/リットル 

ＬＰガス 卸売価格 

（日本ＬＰガス協会調査） 

円/キログラム 

ＬＮＧ ＬＮＧ輸入価格（円/kg）3か

月平均÷0.895  

円/立方メートル 

（略） 

 

第１１条～１３条（略） 

 

（燃料購入数量等の設定） 

第１４条 セーフティネットへの加入を希望する支援対象者（以下「加入申込者」という）又は

前条により積立契約を締結した支援対象者（以下「加入者」という。）は、施設園芸用燃料価

格差補填金（燃料価格の急上昇が施設園芸農業者の経営に及ぼす影響を緩和するための補填金

をいう。以下「補填金」という。）に係る積立金の積立方式について、その構成員の事業参加

者ごとに下表の選択肢からいずれかを選択し、別紙様式第７号による燃料購入数量等設定申込

書（以下「数量等申込書」という。）により、補填金の対象となる燃料購入数量とともに、協

議会に申し込むものとする。 

なお、第１１条第２項による積立契約の更新等に伴い当該事業年度の燃料購入数量の追加を

行う場合も同様とする。  

選択肢（積立方式） 油種 積立額の算出式 

燃料価格の 115％相当ま

での高騰に備え積み立て

る場合 

Ａ重油 12.2円/ℓ×燃料購入数量×1/2 

灯油 13.0円/ℓ×燃料購入数量×1/2 

ＬＰガス 16.0円/㎏×燃料購入数量×1/2 

ＬＮＧ 8.60円/㎥×燃料購入数量×1/2 

燃料価格の 130％相当ま

での高騰に備え積み立て

る場合 

Ａ重油 24.5円/ℓ×燃料購入数量×1/2 

灯油 25.9円/ℓ×燃料購入数量×1/2 

ＬＰガス 32.1円/㎏×燃料購入数量×1/2 

ＬＮＧ 17.1円/㎥×燃料購入数量×1/2 

燃料価格の 150％相当ま

での高騰に備え積み立て

る場合 

Ａ重油 40.8円/ℓ×燃料購入数量×1/2 

灯油 43.2円/ℓ×燃料購入数量×1/2 

ＬＰガス 53.5円/㎏×燃料購入数量×1/2 

ＬＮＧ 28.5円/㎥×燃料購入数量×1/2 

燃料価格の 170％相当ま

での高騰に備え積み立て

る場合 

Ａ重油 57.1円/ℓ×燃料購入数量×1/2 

灯油 60.5円/ℓ×燃料購入数量×1/2 

ＬＰガス 74.8円/㎏×燃料購入数量×1/2 

ＬＮＧ 39.9円/㎥×燃料購入数量×1/2 

Ａ重油 農業物価統計調査 円/リットル 

灯油 A重油価格×1.06 円/リットル 

ＬＰガス 卸売価格 

（日本ＬＰガス協会調査） 

円/キログラム 

ＬＮＧ ＬＮＧ輸入価格（円/kg）3か

月平均÷0.895  

円/立法メートル 

（略） 

 

第１１条～１３条（略） 

 

（燃料購入数量等の設定） 

第１４条 セーフティネットへの加入を希望する支援対象者（以下「加入申込者」という）又は

前条により積立契約を締結した支援対象者（以下「加入者」という。）は、施設園芸用燃料価格

差補填金（燃料価格の急上昇が施設園芸農業者の経営に及ぼす影響を緩和するための補填金を

いう。以下「補填金」という。）に係る積立金の積立方式について、その構成員の事業参加者ご

とに下表の選択肢からいずれかを選択し、別紙様式第７号による燃料購入数量等設定申込書

（以下「数量等申込書」という。）により、補填金の対象となる燃料購入数量とともに、協議会

に申し込むものとする。 

なお、第１１条第２項による積立契約の更新等に伴い当該事業年度の燃料購入数量の追加を

行う場合も同様とする。 

選択肢（積立方式） 油種 積立額の算出式 

燃料価格の 115％相当ま

での高騰に備え積み立て

る場合 

Ａ重油 12.2円/ℓ×燃料購入数量×1/2 

灯油 13.0円/ℓ×燃料購入数量×1/2 

ＬＰガス 16.0円/㎏×燃料購入数量×1/2 

ＬＮＧ 8.60円/㎥×燃料購入数量×1/2 

燃料価格の 130％相当ま

での高騰に備え積み立て

る場合 

Ａ重油 24.5円/ℓ×燃料購入数量×1/2 

灯油 25.9円/ℓ×燃料購入数量×1/2 

ＬＰガス 32.0円/㎏×燃料購入数量×1/2 

ＬＮＧ 17.1円/㎥×燃料購入数量×1/2 

燃料価格の 150％相当ま

での高騰に備え積み立て

る場合 

Ａ重油 40.8円/ℓ×燃料購入数量×1/2 

灯油 43.2円/ℓ×燃料購入数量×1/2 

ＬＰガス 53.3円/㎏×燃料購入数量×1/2 

ＬＮＧ 28.5円/㎥×燃料購入数量×1/2 

燃料価格の 170％相当ま

での高騰に備え積み立て

る場合 

Ａ重油 57.1円/ℓ×燃料購入数量×1/2 

灯油 60.5円/ℓ×燃料購入数量×1/2 

ＬＰガス 74.6円/㎏×燃料購入数量×1/2 

ＬＮＧ 39.9円/㎥×燃料購入数量×1/2 

 



 

 

 

（略） 

 

 

 

附 則  

この業務方法書の変更は、令和５年５月１０日（事業主体の承認を受けた日）から施行す

る。 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 


